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別表第1 宿泊料金等の内訳（第2条第 1項及び第 12条第 1 ・2 項関係）

【利用規約】

I 
当館では、お客様に快適にお過ごし頂くため、下記の通り利用規約を定めております。 下記事項
につきましてはご遠慮下さいますようお願い致します。ご遵守いただけない場合は、ご利用をお断
りすることもございます。あらかじめご了承下さい。

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金 ‘ 基本宿泊料（室料）
I 

追加料金 ヽ 飲食料等
｀ 

税金 消費税・入湯税

備考：食事処「楓」では、飲食物の持ち込み料をいただきます。

子供料金は0歳児から小学6年生までを対象とし、料金に関しては年齢、料理、寝具等の内容により決定します。

別表第2 違約金（第6条第2項関係）
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契約解除通知日 申込人数が15名まで 申込人数が16名以上

当日 100% 100% 

前日 50% 50% 

宿泊日3日前 2Q% 30% 

宿泊日7日前 10% 30% 
� 

宿泊日14日前 無料 15% l 
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宿泊日15日以前 無料 無料
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1．指定の場所以外で、ご喫煙をなさること。

2．館内で備え付け以外の暖房用、炊事用、プレス用等の器具などをご使用になること。

3．高声、放歌または喧喚な行為その他で、他人に嫌悪感を与えたり、迷惑をおよぼしたりすること。

4．館内に次のようなものをお持ち込みになること。

(1)動物、鳥類（ペット類）
(2)不潔または臭気（香水含む）のため、他のお客様に迷惑をかけるもの
(3)著しく多量の物品

(4)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの

(5)適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類 ／
5．館内で賭博および風紀を乱すような行為をすること。
6．外来者を無断で客室内に呼び入れたり、客室用の諸設備、諸物品などを使用させたりすること。
7．館内で諸物品を販売すること。

8．当旅館の諸設備、諸物品をその目的以外の用途にあ てること。

9．館内の諸物品を他の場所に移動したり、館外に持出したりすること。
10．当旅館の建築物や諸設備に異物をとりつけたり、現状に変更を加えたりすること。
11．建物の外観を損うような品物を窓にお掛けになること。
12．窓から物をお投げになること。
13．館内で他の方に広告宣伝物を配布したり、物品の販売等の行為をすること。
14．廊下やロビーなどに所持品を放置すること。

1.％は基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2．宿泊予定日の日取り変更の場合でも違約金を収受します。

喫煙や香水等の臭気により客室の消臭•清掃が必要と判断した場合は、そちらに要する費用とし
て一部屋当たり80,000円（別）を別途申し受けます。
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